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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１００μｍ未満の粒度を有するイソマルツロース微細分５～２０重量％（全乾燥物質に
対して）と、結晶サイズ０．２～０．６ｍｍの結晶性イソマルツロースとからなることを
特徴とする結晶性イソマルツロースの混合物。
【請求項２】
　前記イソマルツロース微細分が５０μｍ未満の粒度を有することを特徴とする請求項１
記載の結晶性イソマルツロースの混合物。
【請求項３】
　前記結晶性イソマルツロースが結晶サイズ０．３～０．４５ｍｍを有することを特徴と
する請求項１又は２記載の結晶性イソマルツロースの混合物。
【請求項４】
　常法で得られる粒度０．２～０．６ｍｍを有するイソマルツロース結晶性含分と、含量
５～２０重量％（全乾燥物質に対して）で１００μｍ未満の粒度を有するイソマルツロー
ス微細分とを混合することによって製造された結晶性イソマルツロースの混合物。
【請求項５】
　前記微細分に属さない前記イソマルツロース結晶性含分が粒度０．３～０．４５ｍｍを
有することを特徴とする請求項４記載の結晶性イソマルツロースの混合物。
【請求項６】
　前記イソマルツロース微細分が５０μｍ未満の粒度を有することを特徴とする請求項４
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又は５記載の結晶性イソマルツロースの混合物。
【請求項７】
　結晶サイズ０．２～０．６ｍｍを有する結晶性イソマルツロースに、含量５～２０重量
％（全乾燥物質に対して）で１００μｍ未満の粒度を有する微粉末のイソマルツロースを
混合することを特徴とする流動性の結晶性イソマルツロースの混合物の製造方法。
【請求項８】
　結晶性のバルク材料の流動性を改善及び／又は維持するための１００μｍ未満の粒度を
有する微粉末のイソマルツロースの使用であって、前記微粉末のイソマルツロースが前記
結晶性のバルク材料に含量５～２０重量％（全乾燥物質に対して）で添加され、前記結晶
性のバルク材料が結晶サイズ０．２～０．６ｍｍを有する結晶性イソマルツロースである
、微粉末のイソマルツロースの使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、結晶性イソマルツロース生成物に関し、この結晶性イソマルツロース生成物
は、バルク材料として改善された流動特性を有するとともに、経時固化の傾向を有さない
。また、本発明は、この結晶性イソマルツロース生成物の製造方法並びにイソマルツロー
スの新たな用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
　イソマルツロース（パラチノース（登録商標）とも呼ばれる）は、グルコースとフルク
トースのα－１，６－グリコシド結合を有する二糖（６－Ｏ－α－Ｄ－グルコピラノシル
－フルクトフラノース）である。
　イソマルツロースは食品工業及び医薬品工業で甘味料、担持剤及び／又は充填剤として
使用される。イソマルツロースの重要な使用分野はサッカロースの代用である。イソマル
ツロースは、サッカロース又は他の砂糖代用品と同様に、結晶性の形状で、ばらのバルク
材料として貯蔵及び処理されることが多い。
　結晶性イソマルツロースは、他の砂糖代用品と同様に、出来る限り良好な貯蔵性及び流
動性を有することが望ましく、このような良好な貯蔵性及び流動性を有することにより、
設備に対する大きなプロセス調整並びに設計変更を必要とすることなく、砂糖代用品に適
切且つ砂糖代用品用に調整された処理設備への結晶性イソマルツロースの供給が可能とな
る。
【０００３】
　他の結晶性の砂糖代用品と異なり、イソマルツロースは、あまり吸湿性を有さない。し
たがって、高い貯蔵安定性が期待される。しかしながら、好ましくないことに、イソマル
ツロースは、いわゆる「経時固化」と呼ばれる不利な作用を示す。この現象の際に、イソ
マルツロース結晶は相互に「凝固」して、塊状物若しくは凝集物になる。
　このような塊状物若しくは凝集物は、後工程の間、生成物の流動性を妨げる。例えば、
イソマルツロースは、袋或いはいわゆる大袋（big packs）の中に貯蔵される。袋の内容
物は、ホッパ又はシュートを介して、機械処理に供給される。凝集物が形成されることに
よって、袋を空にすることが困難になるとともに、凝集物は、ホッパへのバルク材料の流
入を妨げることとなる。
　したがって、貯蔵されて凝集したイソマルツロースを機械処理に供給するために、追加
的な機械処理の工程が必要となるのが通常である。
【０００４】
　別の選択肢として、イソマルツロースはバルク材料用サイロに貯蔵される。バルク材料
用サイロにおいても、同じく経時固化は発生する。したがって、イソマルツロースは、フ
ァンネルフローサイロ内でラットホール形成の傾向を示す。イソマルツロースのサイロ貯
蔵は明らかに困難であり、特定の種類のサイロでは不適当である。サイロ内貯蔵の間、追
加的な予防策（例えば、サイロ内での周期的な循環）が講じられる必要がある。
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【０００５】
　系統的調査によれば、大量の経時固化は、約４８時間の短い貯蔵時間を経過したときに
は、既に発生していることが明らかとなっている。加えて、数日間にわたる貯蔵期間を更
に延長（例えば、２４０時間）しても、経時固化の初期の規模をわずかに拡大するにすぎ
ないことが明らかとなっている。
　経時的固化の傾向を示すものとして知られる他のバルク生成物と比較して、イソマルツ
ロースの経時的固化は、非常に急速であり、不利な点ということができる。
　イソマルツロースの経時固化は、とりわけ、貯蔵されたイソマルツロースの通常の含水
率及び通常の貯蔵条件とほぼ無関係である。含水率及び貯蔵条件は、不都合なことに、イ
ソマルツロースの経時固化及び流動性に十分な影響を与えない。望ましくない経時固化を
十分に低減するための通常の利用可能な貯蔵条件は知られていない。
【０００６】
　貯蔵時に不都合な経時的固化を生ずることなしに、流動性を保つとともにサイロにおけ
る貯蔵が可能な形態を有するバルク生成物としての結晶性イソマルツロースを得ることに
対する必要性が存在する。
【０００７】
　食品分野及び医薬品分野において、貯蔵及び処理を目的として、流動性を有するバルク
材料を得るために、いわゆる「凝結防止剤」若しくは「固化防止剤」が、通常添加される
。公知の固化防止剤はシリケート、アルミノケイ酸塩、ポリシロキサン、ホスフェート、
炭酸水素ナトリウム又はデンプン粉末である。
　この補助剤の欠点は、出発生成物を汚染し、及び／又は、この出発生成物の加工の間に
不都合を生ずる化学的性質を有することである。そのうえ、このような補助剤を、完成し
た食品若しくは医薬品に表示することが必要となる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来技術から始まるとともに本発明の基礎となっている技術的な課題は、流動性を有す
る結晶性イソマルツロースを提供することである。この結晶性イソマルツロースは、添加
物及び補助剤（例えば、凝結防止剤及び固化防止剤）を添加しなくとも、貯蔵時にその流
動性を維持するとともに経時固化の傾向を示さない。
【０００９】
　また、本発明に係る技術的課題は、改善された凝結防止剤若しくは固化防止剤を提供す
ることである。この凝結防止剤若しくは固化防止剤は、結晶性イソマルツロース及び類似
の生成物の流動性を保持及び改善するとともに固化の傾向を減少させる、或いは、抑制す
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この基礎となっている技術的な課題は、本発明にしたがって、少なくとも１重量％乃至
最大２０重量％（生成物の全乾燥物質含量に対して）の含量の微粉末のイソマルツロース
、即ち１００μｍ未満、特に、５０μｍ未満、の粒度を有するイソマルツロース微細分を
含有するイソマルツロース生成物、結晶性イソマルツロース又はイソマルツロース組成物
の提供によって解決される。好ましくは、イソマルツロース組成物はイソマルツロースの
みからなる。
【００１１】
　したがって、本発明は、ある特定の含量の微粉末のイソマルツロースを提供することで
あり、この微粉末のイソマルツロースは、サッカロースの異性化及び結晶化により既知の
態様で好適に得ることができる公知の結晶性イソマルツロース中に存在するものである。
　「結晶性イソマルツロース」とは、イソマルツロースからなる粉末形態の粒状バルク材
料を意味する。従来の結晶性イソマルツロースは、粒度約０．２～０．６ｍｍを有するイ
ソマルツロース結晶からなる。「微粉末のイソマルツロース」或いは「イソマルツロース
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微細分」とは主に、１００μｍ未満、特に、５０μｍ未満の粒度を有する粉末状若しくは
散剤状の結晶性イソマルツロースを意味する。特に、このことは、微粉末のイソマルツロ
ースがある特定の粒度分布を有することを意味する。
　レーザー回折法（機器：Malvern Mastersizer 2000（登録商標））を用いて、分散圧０
．６バールでの空気中の乾燥分散体の形態で測定された粒度分布において、本発明にした
がって使用される微粉末のイソマルツロースは、特に、次の残渣和を示す。
　５％（ｄ０５）＝約４４μｍ
　５０％（ｄ５０）＝約１５μｍ
　９５％（ｄ９５）＝約１μｍ（パーセント表示は容量パーセントに関する）。
　このことは、粒子の全体積の５容量％だけが、約４４μｍより大きいことを意味する。
したがって、好適にも、微粉末のイソマルツロースのほぼ大部分（即ち、９５容量％を超
えるイソマルツロース）が、約４４μｍ未満の粒度を有する。特に、微粉末のイソマルツ
ロースは、常に、１００μｍ未満、更に言えば、５０μｍ未満の粒度を有する。１００μ
ｍ以上の粒度は、通常現れず、その含量は無視できるほどにわずかであり、特に、１容量
％未満、好適には、０．５容量％未満である。
【発明の効果】
【００１２】
　驚くべきことに、本発明により提案される生成物中のイソマルツロース微細分により、
イソマルツロース生成物（即ち、結晶性イソマルツロース又はイソマルツロース組成物）
は、貯蔵の間の不都合な経時固化をもはや示さなくなり、その流動性を長期にわたって維
持するようになる。
　驚くべきことに、この有利な効果は既に生成物全体中、約１重量％のイソマルツロース
微細分で著しく顕著になる。約５重量％の微細分でこの有利な効果は最大となる。約２０
重量％を超える微細分の場合には、この有利な効果は、なりをひそめ、本発明の基礎をな
す技術的な課題は、もはや十分には解決されることができない。
　好ましいのは１～１０重量％のイソマルツロース微細分であり、特に好ましいのは、１
～５重量％のイソマルツロース微細分である（全乾燥物質に対して）。更に、好ましいの
は、１～４重量％のイソマルツロース微細分である。一層好ましいのは、１～３重量％の
イソマルツロース微細分である。更に、好ましいのは１～２重量％のイソマルツロース微
細分である。特に好ましいのは、約１重量％のイソマルツロース微細分である。
【００１３】
　好適な実施の形態において、本発明に係るイソマルツロース生成物中の結晶性イソマル
ツロースは、本発明の微細分が存在しない状態で、約０．２ｍｍ～約０．６ｍｍ、特に約
０．３ｍｍ～約０．４５ｍｍの結晶サイズを有する。これは、既知の態様のサッカロース
の異性化及び結晶化から得られる結晶性イソマルツロースの結晶サイズ分布に対応する。
【００１４】
　本発明の好適な実施形態は、１００μｍ未満、特に、５０μｍ未満の粒度を有するイソ
マルツロース微細分１～５重量％（全乾燥物質に対して）及び約０．３ｍｍ～約０．４５
ｍｍの結晶サイズを有する結晶性イソマルツロースの含量９９～９５重量％（全乾燥物質
に対して）を含有する、若しくは、好適には、これらからなる結晶性イソマルツロースで
ある。
【００１５】
　本発明に係るイソマルツロース生成物は、好適には、純粋なイソマルツロースである。
尚、本発明のイソマルツロース生成物の加工性を更に改善するために、付加的に更なる公
知の補助剤（例えば、凝結防止剤又は固化防止剤）を添加してもよいことは自明のことで
ある。
【００１６】
　したがって、本発明の他のもう１つの目的は、好ましくは、純粋且つ流動性を有する結
晶性イソマルツロースを製造する方法を提供することである。この結晶性イソマルツロー
スは、特に、経時固化の傾向を示さない。
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　本発明に係る方法は、通常の手法により好適に得ることができるとともに、約０．２ｍ
ｍ～約０．６ｍｍ、好適には、約０．３ｍｍ～約０．４５ｍｍの結晶サイズを有する結晶
性イソマルツロースを、本発明の含量１～２０重量％、好適には、１～１０重量％、特に
好適には、１～５重量％、更に好適には、１～４重量％、１～３重量％、１～２重量％若
しくは１重量％（全乾燥物質に対して）の微粉末のイソマルツロース組み合わせ（即ち、
混合して）、流動性並びに貯蔵安定性を有する結晶性イソマルツロース生成物を得ること
によって特徴づけられる。
　好ましくは、撹拌下において、強力な混合が行われる。混合は、結晶性イソマルツロー
ス含分の製造中或いは詰め替え若しくは貯蔵の直前に行われる。
　他のもう１つの有利な実施形態において、プロセスパラメータの選択或いは追加的な手
段により、本発明に係るイソマルツロース生成物中の微細分は、結晶性イソマルツロース
含分の製造中に生ずる。或いは、既に形成された生成物中に、微細分が残留する。
【００１７】
　いずれの場合にも、通常の不純物は度外視して、イソマルツロースのみからなる純粋な
イソマルツロース生成物が得られることが好ましい。
【００１８】
　本発明の他のもう１つの目的は、本発明に係るイソマルツロース微細分を有する流動性
並びに貯蔵安定性を有するイソマルツロース含有の混合物を提供することである。特に、
イソマルツロースと、少なくとも１つの更なる炭水化物（特に、フルクトース、グルコー
ス、サッカロース、トレハルロース、イソマルトース、イソメリジトース（Isomelizitos
e）、重合度３又は４のオリゴ糖（好適には、イヌリン及び／又はオリゴフルクトース）
又は炭化水素アルコール（好適には、マンニトール、ソルビトール、キシリトール、イソ
マルト或いはこれらの混合物）との組合せを提供することである。
　好適な変更形態において、この混合物はイソマルツロースとフルクトースを含有する、
若しくは、これらからなる。
　他の好適な変更形態において、この混合物はイソマルツロースとグルコースを含有する
、若しくは、これらからなる。
　他の好適な変更形態において、この混合物はイソマルツロースとサッカロースを含有す
る、若しくは、これらからなる。
　他の好適な変更形態において、この混合物はイソマルツロースとトレハルロースを含有
する、若しくは、これらからなる。
　他の好適な変更形態において、この混合物はイソマルツロースとイソマルトースを含有
する、若しくは、これらからなる。
　他の好適な変更形態において、この混合物はイソマルツロースとイソメリジトースを含
有する、若しくは、これらからなる。
　他の好適な変更形態において、この混合物はイソマルツロースと重合度３又は４又はそ
れ以上のオリゴ糖を含有する、若しくは、これらからなる。
【００１９】
　微粉末のイソマルツロースを使用し、他の類似の、特に結晶性のバルク材料に対して流
動性の改善及び経時固化の防止を図ることができることが、更に見いだされた。本発明に
よる微細分が、結晶性生成物（例えば、サッカロース、グルコース、フルクトース、イソ
マルト並びに他の固体の粉末状の単糖、二糖、オリゴ糖、多糖及び糖アルコール）の加工
性又は流動性を改善し、且つ、場合によっては、これらの経時固化の傾向を抑制させる、
或いは、減少させることが見出された。
【００２０】
　したがって、本発明の他のもう１つの目的は、バルク材料中において、微粉末のイソマ
ルツロースを、固化防止剤として使用することである。
　本発明の他のもう１つの目的は、バルク材料中において、微粉末のイソマルツロースを
、凝結防止剤として使用することである。
　本発明にしたがって、微粉末のイソマルツロースが使用され、機械処理のためにバルク
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材料の流動性を改善し、及び／又は、特に貯蔵期間中において、バルク材料の流動性を維
持する。
　１～２０重量％、好適には、１～１０重量％、特に好適には、１～５重量％、更に好適
には、１～４重量％、１～３重量％、１～２重量％若しくは１重量％、（全乾燥物質に対
して）の含量で、微粉末のイソマルツロースが、固化防止剤又は凝結防止剤として、バル
ク材料に添加されることが好ましい。
【００２１】
　以下に、本発明を実施例を用いて詳説するが、本発明は実施例に限定されるべきもので
はない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　（イソマルツロースの貯蔵テスト）
　食品工業での使用を目的として、連続生産からイソマルツロースのバッチを検査した。
この目的ために、試料を分取した。次に、これら全てを、１２時間乾燥器中で、６０℃で
真空下に貯蔵した。その後すぐに、試料の含水量及び水分活性（ａｗ値）を測定した。こ
の値を基準値（サンプルゼロ）として使用した。
【００２３】
　以下に示す貯蔵条件が選択された。
　貯蔵温度：３０℃
　４５％相対湿度又は６０％相対湿度
　貯蔵期間：３週間
　機械的荷重なしの貯蔵（試料の自重のみによる荷重）；
　付加的な機械的荷重下での貯蔵：直径１０ｃｍの円形面への１０ｋｇ荷重；約１２５Ｍ
Ｐａ
【００２４】
ａ）比較試験
　貯蔵試験の結果は表１に示されている。この結果によれば、３週間の貯蔵期間後の含水
量及び水分活性に関して、サンプルゼロに対する顕著な差異を確認することができなかっ
たことが示されている。イソマルツロースは吸湿性ではない。しかしながら、驚くべきこ
とに、結晶性イソマルツロースの凝集及び硬化が生じた。
【００２５】
【表１】

【００２６】
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ｂ）５重量％の微細分を有するイソマルツロース（本発明に関する）
　別の試験項目において、連続生産から取り出したイソマルツロースに１００μｍ未満の
粒度を有する微粉末のイソマルツロース５重量％（全乾燥物質含量に対して）を添加し、
その後、十分に混合した。
【００２７】
　この微粉末のイソマルツロースは、以下に示す粒度を有する。
　５容量％（ｄ０５）：４４μｍ
　５０容量％（ｄ５０）：１５μｍ
　９５容量％（ｄ９５）：１μｍ
　（レーザー回折法；Malvern Mastersizer 2000（登録商標）；空気中の乾燥分散体；０
．６バールの分散圧）
【００２８】
　その後、試料を分取した。サンプルゼロを測定するとともに、前述した如く（（ａ）参
照）、３週間貯蔵した。
　結果が表２に示される。３週間の貯蔵期間全体にわたって、バルク材料に重大な凝集若
しくは硬化を確認することはできなかった。荷重下においても、試料は尚良好な流動性を
示した。場合によっては、形成された比較的小さな凝集は容易に崩壊した。
【００２９】
【表２】

【００３０】
ｃ）２０重量％の微細分を有するイソマルツロース（本発明に関する）
　別の試験項目において、連続生産から取り出したイソマルツロースに１００μｍ未満の
粒度を有する微粉末のイソマルツロース（（ｂ）参照）２０重量％（全乾燥物質含量に対
して）を添加し、且つ、十分に混合した。その後、試料を分取し、サンプルゼロを測定す
るとともに、前述の如く、３週間貯蔵した。
【００３１】
　結果が表３に示される。
　２０重量％の微粉末のイソマルツロースを添加した場合においても、なお良好な流動性
を確認することができた。比較的小さな形成された凝集は容易に崩壊した。結晶性イソマ
ルツロースは、この状態で良好に流動性を示す。しかしながら、その流動性は、微粉末の
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イソマルツロース５重量％のみを添加した状態（（ｂ）参照）と同じく、比較的わずかで
ある。
【００３２】
【表３】
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